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公
文
書
管
理
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の
違
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に
対
す
る
罰
則
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
「
公
文
書
管
理
法
」
）
は
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
諸
活
動
や
歴
史
的
事

実
の
記
録
で
あ
る
公
文
書
等
が
、
健
全
な
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
国
民
共
有
の
知
的
資
源
と
し
て
、
主
権
者
で
あ
る
国
民

が
主
体
的
に
利
用
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
民
主
権
の
理
念
に
の
っ
と
り
、
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
基

本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
行
政
文
書
等
の
適
正
な
管
理
、
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
等
を
図
り
、

も
っ
て
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動

を
現
在
及
び
将
来
の
国
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
公
文
書
管

理
に
は
民
主
主
義
の
根
幹
を
支
え
る
重
要
な
目
的
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
安
倍
晋
三
政
権
に
お
い
て
は
、
学
校
法
人
森
友
学

園
へ
の
国
有
地
売
却
に
関
す
る
決
裁
文
書
の
改
竄
や
南
ス
ー
ダ
ン
に
派
遣
さ
れ
た
自
衛
隊
の
日
報
の
隠
蔽
な
ど
公
文
書
管
理
法

の
違
反
事
件
が
頻
発
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
事
態
を
踏
ま
え
て
、
政
府
は
二
千
十
八
年
六
月
五
日
に
行
政
文
書
の
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
閣
僚
会
議
を
総

理
大
臣
官
邸
で
開
い
た
。
安
倍
晋
三
総
理
大
臣
は
「
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
、
反
省
す
べ
き
は
真
摯
に
反
省
し
、
公
文
書
管
理

の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
見
直
し
を
徹
底
的
に
実
施
す
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
「
行
政
全
体
の
信
頼
が
損
な
わ
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れ
た
こ
と
は
痛
恨
の
極
み
だ
。
行
政
府
の
長
と
し
て
国
民
に
深
く
お
わ
び
申
し
上
げ
る
」
と
改
め
て
謝
罪
。
「
公
文
書
は
国
民

共
有
の
知
的
資
源
だ
。
こ
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
危
機
感
を
持
っ
て
再
発
防
止
に
全
力
を
あ
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
決
意

を
示
し
た
。 

 

そ
し
て
、
二
千
十
八
年
七
月
二
十
日
に
、
安
倍
総
理
大
臣
は
総
理
大
臣
官
邸
で
行
政
文
書
の
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
閣

僚
会
議
を
開
催
し
、
「
本
日
、
一
連
の
公
文
書
を
め
ぐ
る
問
題
に
対
す
る
再
発
防
止
の
た
め
の
取
組
を
決
定
し
ま
し
た
。
公
文

書
は
国
民
と
行
政
を
つ
な
ぐ
最
も
基
礎
と
な
る
イ
ン
フ
ラ
で
す
。
政
府
職
員
一
人
一
人
が
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
、
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
す
。
新
人
か
ら
幹
部
に
至
る
ま
で
、
対
面
の
研
修
な
ど
に
よ
っ
て
徹
底
的
に

意
識
を
植
え
付
け
、
人
事
評
価
に
も
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
公
務
員
の
文
化
と
し
て
根
付
か
せ
る
よ
う
に
し
て
ま
い
り
ま
す
。

政
府
全
体
と
し
て
実
効
性
の
あ
る
公
文
書
の
管
理
を
実
現
す
る
た
め
、
内
閣
府
に
政
府
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（
チ
ー
フ
・
レ
コ
ー
ド
・
オ
フ

ィ
サ
ー
）
を
、
各
府
省
に
は
公
文
書
監
理
官
（
各
府
省
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
を
設
置
し
、
公
文
書
管
理
に
関
す
る
責
任
体
制
の
明
確
化
、

監
査
機
能
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
大
幅
な
強
化
を
図
り
ま
す
。
電
子
決
裁
文
書
に
つ
い
て
、
事
後
修
正
が
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
に
改

め
ま
す
。
さ
ら
に
、
行
政
文
書
を
よ
り
体
系
的
・
効
率
的
に
管
理
す
る
た
め
、
行
政
文
書
は
電
子
的
に
管
理
す
る
こ
と
を
基
本

と
す
る
、
抜
本
的
な
改
革
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
行
政
文
書
の
作
成
か
ら
保
存
、
廃
棄
・
移
管
ま
で
を
一
貫
し
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て
電
子
的
に
行
う
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て
、
本
年
度
中
に
基
本
的
な
方
針
を
策
定
し
ま
す
。
一
度
失
わ
れ
た
信
頼
を
取
り
戻

す
こ
と
は
至
難
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
危
機
感
を
持
っ
て
、
再
発
防
止
に

全
力
を
尽
く
す
。
各
閣
僚
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
自
ら
先
頭
に
立
っ
て
、
今
回
取
り
ま
と
め
た
事
項
を
一
つ
一
つ
確
実

に
実
行
に
移
し
、
適
正
な
公
文
書
管
理
の
徹
底
を
期
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
指
示
し
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
二
千
十
三
～
十
七
年
度
の
五
年
分
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い
て
公
文
書
管
理
法
が
義
務

づ
け
る
行
政
文
書
の
管
理
簿
お
よ
び
廃
棄
簿
へ
の
記
載
を
行
わ
な
い
な
ど
桜
を
見
る
会
を
め
ぐ
る
公
文
書
の
管
理
に
お
い
て
法

令
違
反
が
発
覚
し
た
。
そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

安
倍
総
理
大
臣
は
、
政
府
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
人
事
評
価

に
も
反
映
さ
せ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
「
桜
を
見
る
会
」
の
二
千
十
三
～
十
七
年
度
の
五
年
分
の
招
待
者
名
簿
に
つ
い

て
公
文
書
管
理
法
が
義
務
づ
け
る
行
政
文
書
の
管
理
簿
お
よ
び
廃
棄
簿
へ
の
記
載
を
行
わ
な
か
っ
た
件
に
つ
い
て
、
歴
代
人

事
課
長
の
処
分
が
「
厳
重
注
意
」
で
は
軽
す
ぎ
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
民
の
信
頼
を
回

復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

公
文
書
管
理
法
違
反
が
頻
発
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
政
府
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
を
高
め
国
民
の
信
頼
を 
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回
復
す
る
た
め
に
は
、
公
文
書
管
理
法
に
厳
し
い
罰
則
を
規
定
す
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


